
 林業事業者及び現場で働く皆さんへ 

死亡労働災害の多発による緊急メッセージ 
 

 

昨年 11 月、道内において２件の死亡労働災害が発生し、令和６年 12

月６日付けで林業死亡労働災害等防止メッセージを出しましたが、そ

れから１か月あまりの間に３件もの死亡労働災害が新たに発生し、わ

ずか２か月の間に５人もの尊い命が奪われる非常事態となっています。 

 

死亡労働災害といった重篤な災害は、決して発生させてはならないも

のです。しかしながら、この度の死亡労働災害の原因をみますと、いず

れも、基本的な安全対策を講じていれば発生しなかったと思われる災害

であり、安全な作業方法が徹底されず、起こるべくして起きた災害であ

ることは残念でなりません。 

 

 安全な職場環境は、経営者、従事者、その家族、そのほか全ての関

係者の方々の日々の安全につながるものであり、かけがえのないもの

です。また、労働災害のない職場づくりは、人材を確保・育成し、企

業活動を活性化するための基盤となるものです。 

 

事業者の皆さんにおかれましては、死亡労働災害の撲滅に向けて自

らがリーダーシップを発揮し、「労働災害は絶対に起こさない」という

強い決意を従業員に示すとともに、基本的な安全活動の着実な実施・確

認という原点に立ち返り、関係法令の遵守はもとより「チェーンソーに

よる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく安全な作業方

法が行われているか、今一度総点検し、その徹底を行っていただくよう

お願い申し上げます。 

現場で働く皆さんにおかれましては、上記ガイドラインをはじめ、

林業現場における労働災害防止に向けた基本的なルールを再確認し、

安全第一で作業を進めていただくようお願い申し上げます。 

 

 

令和７年１月 30 日 

厚生労働省北海道労働局労働基準部長  

林野庁北海道森林管理局森林整備部長  

北 海 道 水 産 林 務 部 長  



 別紙 

 

 令和６年 11 月以降に発生した災害 
発生年月 経験

年数 

災害の概要 

令和６年 11 月 40 年

以上 

 土場において車両系建設機械を使用して

木片等を積込む作業に従事していた被災者

が、車両系建設機械を降りて移動中、放置

されていたかかり木が被災者に倒れてきた

災害。 

令和６年 11 月 ５年

以上

10 年

未満 

 受け口と追い口が作られた状態で放置さ

れていた立木が倒れ、造材作業の補助を行

っていた労働者に激突した災害。 

令和６年 12 月 20 年

以上

30 年

未満 

 同僚がチェーンソーにより伐倒した木

が、作業道を歩いていた被災者に激突した

災害。 

令和７年１月 10 年

以上

20 年

未満 

 チェーンソーによる伐倒作業を担当する

被災者が、木寄せ作業をしていた木材グラ

ップル機に激突された災害。 

令和７年１月 10 年

以上

20 年

未満 

 チェーンソーにより伐倒しようとした木

がうまく倒れず、退避せずその立木の付近

にいた被災者が、時間差で倒れてきた木の

下敷きになった災害。 

 


